
横浜市立南小学校いじめ防止基本方針 
平成２６年２月１５日策定 

令和８年２月改訂 

 

 

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあ

る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

 

 

（１）いじめはどの集団にも、どの学校にも、どの子どもにも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵害案件で

ある。 

（２）いじめを防止するには、特定の子どもや特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組む必

要がある。 

（３）子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するためには、学校、保護者、地域など、市民がそれ

ぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動する必要がある。 

（４）子どもは、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを許さない

子ども社会の実現に努める。 

 

 

（１）学習や学校生活だけでなく、あらゆる教育活動を通じ、だれもが、安心して、豊かに生活できる学校づくりを目

指す。 

（２）子どもが主体となっていじめのない子ども社会を形成するという意識を育むため、子ども会議を受けて代表委

員会児童の話し合いなどから、子どもが発達段階に応じていじめを防止する取組が実践できるよう指導、支援

する。 

（３）いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも起こりうることを強く意識し、いじめを未然に防

ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう学校全体が組織的に対応し保護者、地域や学校運営協議会

など関係機関と連携し情報を共有しながら指導にあたる。 

（４）いじめを絶対に許さないこと、いじめられている子どもを守り抜くことを表明し、いじめの把握に努めるとと

もに、学校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。 

（５）相談窓口を明示するとともに、児童に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど、学校組織をあ

げて児童一人ひとりの状況の把握に努める。 

 

 

１ いじめの定義 

 

２ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

 

３ いじめ防止に向けた基本方針 

 

 



 

（ 1 ）いじめ防止対策委員会の設置 

＜委員の構成員＞ 

組織的に対応するために、校長・副校長及び養護教諭・児童支援専任と人権教育委員会主任と学年主任で「い

じめ防止対策委員会」を設置する。児童支援専任が窓口になる。必要に応じて、心理や福祉の専門家（カウン

セラー・ソーシャルワーカー）など外部専門家の参加を求める。 

＜委員会の運営＞ 

・「学校いじめ防止対策委員会」を常設し、月１回以上、定期的に開催する。また、いじめの疑いがある際は、 

直ちに「学校いじめ防止対策委員会」を開催する。 

・校長等の責任者は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、進捗の管理 

をおこなう。 

＜委員会の活動内容＞ 

「学校いじめ防止対策委員会」は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組む中核を担うもので、

具体的活動は以下に示す。  

  ①未然防止 

   ・いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい、いじめを許さない環境をつくる。 

   ・「学校いじめ防止対策委員会」の存在及び活動を児童及び保護者に周知する。 

    ②早期発見・事案対処 

   ・いじめの相談、通報の窓口を設置する。 

   ・いじめの早期発見、事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る情報の

収集と記録を共有する。 

   ・いじめ（「疑い」を含む。）を察知した場合には、情報の迅速な共有、関係児童に対するアンケート

調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断をする。 

   ・いじめを受けた児童に対する支援、いじめを行った児童に対する指導の体制、対応方針の決定と保

護者との連携といった対応を組織的に実施する。 

③ 取組の検証 

   ・学校いじめ防止基本方針に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正をする。 

・ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修の企画を行い

計画的に実施する。 

       ・学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検と学校いじめ 

防止基本方針の見直しを行う。 

 

 

 

４ 具体的な取組 

 

 



（ 2 ）いじめ未然防止、早期発見、事案対処 

① いじめの未然防止 

いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、いじめの未然防止に向けて次の取組を行う。 

・全教科、領域を通して心の通じ合うコミュニケーション能力を育む。 

・規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。 

・特別活動を中心に児童自らが、いじめを自分たちの問題として考え、主体的に話し合う機会をつくり支援する。 

・YP アセスメントシートを使い「子どもの社会的スキル横浜プログラム」を実施し集団の一員としての自覚や自

信を育むことにより、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。 

・教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう年度当初に必ず

全教職員で研修を行い指導の在り方に細心の注意を払う。 

②いじめの早期発見 

いじめは、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われるため、些細な兆候であっても、いじめではないかと

の疑いをもって、早い段階から的確・迅速に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを

積極的に認知するために次の取組を行う。 

・学年間で日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さないようア

ンテナを高く保ち、得た情報を職員会議等で共有する。 

・「学校いじめ解決一斉キャンペーンアンケート」を全児童に年間数回実施し、いじめの有無を把握する。 

・アンケートをもとに実態を把握後、いじめられていた子やいじめられている子がいる学級は、すぐに一人ひと

りと面談を行い、結果をすみやかに、いじめ防止対策委員会に報告する。 

・面談結果の記録は、全職員で共有する。 

・児童がいじめを相談しやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

・インターネット上で行われるいじめに対しては、関係機関と連携し、学校ネットパトロール等から状況を把握

し、早期発見、早期対応に努める。 

・情報モラル教育の推進による児童の意識の向上及び保護者への啓発に努める。 

  〇いじめが起こった場合には、特定の職員のみが抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じて学校カウンセラー、教育委員会、区役所、児童相談所、警察等諸機関と連携して対応する。 

いじめ（の疑い）

の把握 

情報の収集 

事実確認 

複数人で聞き取り

をする。 

対応チームの編成 

管理職、学年主任学

級担任、養護教諭、

児童支援専任 等 

組織で指導、支援体

制を組む。 

児童への支援・指導 

保護者への連絡・連携 

教職員間の共通理解 

再発防止の取り組み 



③ いじめに対する措置 

いじめの発見・通報を受けた場合には、いじめ防止対策委員会を中核として速やかに対応し、組織的に当該児

童を守り通すとともに、関係児童に対しては、関係児童の人格の成長を旨とする教育的配慮のもと、毅然とした

態度で指導する。 

・当該児童に対しては児童支援専任や担任が事情や心情を聴取し、組織的に児童の状態に合わせた継続的なケア

を行う。 

・当該児童の保護者に対しては、児童支援専任や担任が聴取した事実や再発防止に向けた今後の具体的取組や加

害児童への指導内容を伝える。 

・関係児童に対しては、児童支援専任や担任が事情や心情を聴取し、再発防止に向けて組織的に適切に指導する

とともに、児童の状態に応じた継続的な指導及び支援を行う。 

・関係児童の保護者に対しては、児童支援専任や担任が聴取した事実や再発防止に向けた指導を伝え家庭での指

導及び支援を要請する。 

・以上の対応は、いじめ防止対策委員会を中核に教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との

連携の下で取り組む。 

・「いじめ」が暴行や傷害等犯罪行為にあたると認められる場合は、学校での適切な指導・支援を行い、被害者の

意向にも配慮した上で、学校長の判断で警察に相談・通報し、連携して被害児童を守る。 

 

④ いじめの解消 

   《いじめの解消の要件》 

   ●少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある 

    1.いじめの行為が少なくとも３か月（目安）止んでいること 

    2.いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと 

   ●いじめ事案の対応後、日常の見守り活動や定期的な相談活動を実施する 

 

⑤ 教職員等への研修  

   「いじめ」根絶！横浜メソッドを活用し、児童の心理や、行為・行動の背後にある子ども同士の人間関係をとら

える教職員の能力を高める実践的な研修（児童理解研修の推進）や、法の確実な運用を行うための研修を定期的

に実施する。 

 

⑥ 学校運営協議会の活用 

保護者や地域住民が学校運営に参画する「学校運営協議会」を活用し、いじめの問題など、学校が抱える課題を

共有し、地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。 

・個人情報に十分配慮して、アンケート結果やそれに伴う対応を公開する。 

・保護者対応などについて助言を受ける。 



⑦取組の年間計画 

  ・月に一回、いじめ防止対策委員会にて各学年から児童の様子を報告したり、案件について確認した

り、研修を行ったりする。 

    ４ 月  年間計画作成（取組内容） 人権教育（いじめ未然防止）研修 

５ 月  いじめアンケート（平和教育の取組に合わせて）   

   ６ 月  YPアンケート YPアセスメント YPプログラム  

   ７ 月  横浜子ども会議 職員人権研修・児童理解研修 

   ９ 月  横浜子ども会議を受けて校内で代表児童からの発信 

  １０ 月  YPアンケート YPアセスメント  

１１ 月  YPプログラム 

  １２ 月  人権週間 いじめ一斉解決キャンペーン いじめアンケート 

  １・２月  基本方針の見直し 

３ 月  基本方針の見直し、組織運営等の改善 

 

 （３）重大事態への対処 

＜重大事案とは＞ 

 １ いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

 ２ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

 

＜具体的対応＞ 

・重大事態が発生したときは横浜市教育委員会に報告する。 

・「重大事態」に対処し同種の事態の発生の防止のため、速やかに組織を設け関係者へ質問票の使用や聞き取り

等で事実関係を明確にするための調査を行う 

・調査を行ったときは、いじめを受けた児童及びその保護者に対し重大事態の事実関係等その他の必要な情報

を適切に提供する。 

・調査結果について、学校は、教育委員会に報告し、教育委員会は市長に報告する。 

 

（4）いじめ重大事態の再発防止策 

（１）児童理解 

     1.児童一人ひとりが安心して自分を表現できる受容的な学級づくり 

2.児童がＳＯＳを発信しやすい仕組みや環境づくり 

3.児童一人ひとりの心理や特性を見出す児童理解の促進 

4.児童一人ひとりを多面的にとらえるための組織体制の整備 

 



    （２）校内児童支援体制の充実 

     1.道徳教育、人権教育の充実 

2.課題解決に向けた組織的な対応力の向上 

3.児童支援専任教諭の体制強化と育成 

4.校長のマネジメント力強化と、児童指導専任教諭等の課題解決能力の向上 

     5.学校内での組織的な情報共有・引き継ぎの徹底 

     6.「教育を受ける権利」を保障するための支援の確実な実施 

 

     （３）保護者との関係構築 

     1.保護者との日常的なコミュニケーションを図る学校体制づくり 

     2.保護者からの相談への組織的な対応 

 

（5）いじめ防止対策の点検・見直し 

学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年１回点検を行い、必要に応じて組織

や取組等の見直しを行う。必要がある場合は、横浜市いじめ防止基本方針を含めて見直しを検討し、措置を講じ

る。 

（６）南小学校 いじめの防止基本方針 子どもたち みんなの意見 

   令和７年度、６年度の子ども会議を受けて、南小児童が考えたいじめ防止案を全校児童に周知し、浸透

できるように、学校生活のいろいろな場面で取り入れていく。 

【令和７年度の取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【令和６年度の取り組み】 

「いじめをなくすため」に一人ひとりができることを各クラスで考えました。一部を抜粋して紹介します。 

 

R7年度作成 南小学校 

みんなで取り組もう いじめ防止の輪 

□イライラしたら、６秒深呼吸 FU－！ 

□見て見ぬふりは、NO！ 

□こまったら相談しよう GO！ 

□みんなで なかよく あそぼう！ YEAH！ 

南小 R7年度子ども会議 学校代表児童の声 

「子ども会議に参加して、中学校や他の小学

校のみんなと考えたことを南小学校のみんな

に伝えるためにポスターを作りました。たく

さんの人に見てほしいし、知ってほしいで

す。」 

R6年度作成 南小学校 いじめをなくす１５の取り組み 

（一部抜粋） 

□人が大事にしていることや頑張っている人を大切にしよう 

□行動する・発言する前に相手の気持ちを考えよう 

□相手のことを考えて行動しよう 

□誰にでも同じように、平等に接しよう 


